
理

由

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
り
国
際
郵
便
物
に
係
る
輸
出
入
通
関
手
続
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
賦
課
課
税
方
式
が
適
用
さ
れ
る
郵
便
物
の
範
囲
、
郵
便
物
の
保
税
運
送
に
係
る
届
出
の
手
続
等
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。


